
門真市立地適正化計画（案）に係るパブリックコメント結果 

 

１．案件名 

門真市立地適正化計画（案）について 

２．意見等募集期間 

 令和７年９月１日（月）～令和７年９月 30日（火） 

３．実施機関（担当所管課） 

名称：まちづくり部 都市政策課  

連絡先：06-6902-6238（直通） 

４．閲覧場所 

都市政策課（市役所別館２階）、市情報コーナー（市役所別館１階）、市役所本館１階入

口、保健福祉センター、南部市民センター、市民プラザ、公民館、図書館本館、老人福祉

センター、高齢者ふれあいセンター、くらしの相談窓口（そよら古川橋駅前３階）、リサ

イクルプラザ、ルミエールホール、総合体育館、門真市ホームページ 

５．受付した意見等の件数 

 合計１件 

６．意見等に対する市の考え方                                      

※表中の「提出された意見」の内容はいただいたご意見を原文のまま記載しています。 

提出された意見 意見等に対する市の考え 

１ ・それぞれ各駅ごとに動向や機能を検討

された結果と見受けます。 

私としては、老若市民の資質向上には

自学自習が必要と思います。公共施設で

最も利用が多く、誰もがいつでも活用

し、NHKの調査でも健康寿命に最も貢

献する「読書」に注目していただきたい

と思います。 

・令和４年３月に策定された「門真

市立図書館運営方針」において、市

の北部・南部両地域ともに新たな図

書館を整備することで、市民一人ひ

とりの学びの機会を確保するなど、

図書館体制の充実が必要であるとさ

れており、今後は、より一層充実し

た図書館サービスを提供するものと



今後、利用をさらに向上、読書を推進

していくためには、例えば、半径 1.5ｋ

ｍ以内に図書館を設けることが必要と思

います。各駅の近くに設けることを考え

てはどうでしょうか。古川橋駅に大きな

図書館と生涯学習の施設を作っていただ

けることには感謝していますが、プラザ

以外のその他の地域へも建設するなど、

５～７館の構想を検討いただきたいと思

いました。 

しています。 

今回、いただいた意見に基づく計

画案の修正は行いませんが、門真市

立地適正化計画においては、萱島駅

と西三荘駅を除く各鉄道駅周辺及び

南部生活拠点周辺に都市機能誘導区

域を設定しており、今後、それぞれ

の区域における都市機能誘導の考え

方やアプローチ等を検討する際の参

考意見とさせていただきます。 

 


